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[代表] 谷 靖介（東京弁護士会登録）
[事務所所在地]
東京都（日本橋）
千葉県（柏・市川・船橋・津田沼・千葉・成田）
茨城県（鹿島）

〔東京弁護士会所属〕

リーガルケアニュース

「利用者のコロナ感染と介護事業者の責任」

今回のニュースレターでは、利用者のコロナ感染と介護事業者の法的責任につい
てお伝えします。

裏面へ

ニュース報道によれば、
①2020年、広島県在住の利用者が、新型コロナウ
イルス（以下、「コロナ」）に感染して死亡したこ
とが、コロナ感染の兆候があったヘルパーの訪問に
よるものとし、利用者の遺族が訪問介護事業者の運
営会社を損害賠償請求の提訴（和解成立して訴訟が
取下げ）
②2022年4月、富山市の老人保健施設でコロナ感
染による死亡をした利用者の遺族が、発熱者が出て
いたのにコロナを疑わず、個室に隔離するなどの対
応をしていなかった点や病院への搬送義務といった
事業者の過失を主張し損害賠償請求の提訴（施設側
は必要な予防策を講じており、コロナの疑いが生じ
ていない段階で、早期に病院に運ぶ義務はなかった
と全面的に争う姿勢）
といった訴訟が発生しています。

職員から利用者がコロナに感染して死亡してし
まった場合、介護事業者は利用者や遺族に対し、損
害賠償責任を必然的に負ってしまうのでしょうか。

職員から利用者へのコロナ感染による死亡や重度
後遺障害といった事故が生じた場合、利用者・その
相続人から介護事業者に対する損害賠償請求が法的
に認められるためには、

①介護事業者にコロナ安全配慮義務違反があること
②安全配慮義務違反とコロナ感染との間に因果関係
があること

が必要となります。この条件を満たさなければ、コ
ロナによる死亡という結果が生じたとしても、介護
事業者は責任を負いません。

二 介護利用契約に基づくコロナ感染防止
の「安全配慮義務」とは

介護事業者は利用者に対して、介護サービスの利
用上、利用者の生命、身体、健康を保護するよう配
慮する義務（安全配慮義務）を負っています。そし
て、介護事業者は、当然に利用者との間でコロナ感
染予防のための安全配慮義務を負っています。

ここで求められる安全配慮義務は、マスクの着用
を基本とし手指の消毒や殺菌等により病原体（感染
源）をなくすこと、発熱者や体調不良者の把握や管
理、コロナ陽性者発覚時の速やかな出勤停止、手洗
いや食品の衛生管理など周囲の環境を衛生的に保つ
とともに、外的環境からの病原体の侵入を防ぐこと
などが基本とされます。

この安全配慮義務の内容としては、『介護現場に
おける（施設系 通所系 訪問系サービスなど）感染
対策の手引き 第２版』（厚生労働省）など、厚労
省の介護保険最新情報等の事務連絡や通知に定めら
れた感染予防対策が基本となります。

このような対処を怠り、職員から利用者がコロナ
に感染してしまった場合、安全配慮義務違反がある
ことになります。

安全配慮義務の内容は、個別的な感染状況により
変わりますが、利用者の死亡という結果のみに着目
し、安易に介護事業者の安全配慮義務違反を認めて
しまうと介護現場が崩壊してしまいます。厚労省が
公表している基本的な感染症対策を実施しておけば、
安全配慮義務を尽くしていると考えてよいでしょう。

一 損害賠償請求の訴訟事例
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石川に生まれ、東京で幼少期を過ごす。1999年明治大学法学部卒業、2004年弁護士登録。日本弁護士連合会の
公設事務所プロジェクトに参加し、2005年、実働弁護士ゼロ地域の茨城県鹿嶋市に赴任。翌年には年間500名以
上の法律相談を担当し、弁護士不足地域での法務サービスに尽力する。弁護士法人リーガルプラスを設立し、複
数の法律事務所を開設し、介護医療事業への法務支援に注力。経営者協会労務法制委員会講師を務めるなど、講
演経験やメディア出演も多数。

弁護士法人リーガルプラス代表弁護士 東京弁護士会所属
介護法務研究会（C-LA）代表
谷 靖介（たに やすゆき）

〔東京弁護士会所属〕

介護事業の経営や運営に関する関係法令や通達、裁判例等を広く研究し、介護事業の経営者・管理
者や職員や関連業種への情報提供、教育等を目的とし、介護法務研究会（C-LA）を運営しています。
介護事業者のコンプライアンス体制の構築、法務体制の拡充を通じて、より良い介護事業運営に繋が
る支援を行っておりますので、お気軽にお問合せください。
http://www.bizserver1.com/kaigohoumu/index.html

《介護法務研究会（C-LA）のご案内》

[発行・お問い合わせ]
弁護士法人リーガルプラス 本部
TEL：03-6265-1686
電話受付時間：平日10：00～18：00
〒103-0027東京都中央区日本橋2-2-3リッシュビル4階401号
https://www.legalplus-kigyohoumu.net/kaigo/

講師活動報告

オミクロン株以降、コロナの感染力は非常に強
く、介護事業者としても感染防止対策を十分に実
施していたとしても、完全に利用者へのコロナ感
染を防止できないことがあります。

このような場合、法的には因果関係も問題とな
ります。職員が利用者にコロナウイルスを感染さ
せた、と果たして正確に認定できるのか、という
問題です。

特に被害者に家族など複数の接触者がいるよう
な場合、被害者側のコロナ感染の因果関係の立証
は非常にハードルが高いといえます。遺族が「こ
の事業者のこの職員から感染があった」との因果
関係の立証が必要となります。

本年7月に東京都北区 令和4年度介護支援専門員研修
の講師を務めました。
当日は北区役所の会場に赴き、会場からオンライン

配信という形式でしたが、現場職員、ケアマネ、サ責、
管理者、経営者、行政職員の方々、約140名にご参加
いただきました。
テーマは「ケアマネジャーのリスクマネジメント」

について、利用者の尊厳を守り生活を支えるケアマネ
ジャーの責務や業務を法的根拠を基に学ぶという内容
でしたが、講義後には「ハラスメントの定義は？ 」
「ハラスメント予防の事前説明の言い回しは？」など
多数のご質問をいただきました。ご参加いただきまし
た皆さま、ありがとうございました。
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三 安全配慮義務違反と感染・結果との因
果関係

【ご相談・講師派遣のお問い合わせ先】
リーガルプラス 東京法律事務所
ＴＥＬ：０３－６２６５－１８１７（受付時間／平日１０：００～１８：００）
E-mail： taniyasuyuki@bengoshi-lp.com

四 介護現場を守るため

介護事故訴訟では、事故が発生した後の事業者の

利用者、家族への謝罪や説明の姿勢が欠如・不足
を原因として、遺族や家族の怒りや悲しみの感情
が高まり、訴訟に至ってしまいます。
事業者側の落ち度の有無はともかくとして、重

大な事故や死亡結果が生じてしまった場合こそ、
事業者として、誠意をもって利用者・ご家族に向
き合うことが重要となります。


